
   

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

公
益
通
報
を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
扱
い
に
関
し
、
配
置
転
換
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
が
禁
止
さ
れ
る
不
利
益
取
扱
い
に
含

ま
れ
得
る
こ

と
に
つ

い
て
内
閣
総

理
大
臣

が
定
め
る
指

針
に
明

記
す
る
と
と

も
に
、

通
報
に
対
す

る
報
復

を
目
的
と
し

た

配
置
転
換
に

つ
い
て

も
無
効
と
し

た
上
で

、
民
事
裁
判

に
お
い

て
事
業
者
に

立
証
責

任
を
負
わ
せ

る
こ
と

及
び
当
該
配

置

転
換
を
行
っ

た
者
に

対
す
る
刑
事

罰
の
適

用
に
つ
い
て

、
本
委

員
会
で
の
審

議
等
を

十
分
に
踏
ま

え
つ
つ

実
現
に
向
け

て

検
討
を
行
う

こ
と
。

ま
た
、
立
証

責
任
の

転
換
に
係
る

一
年
間

の
期
間
制
限

に
つ
い

て
は
、
今
後

の
立
法

事
実
の
蓄
積

を

踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

公
益
通
報
を
行
お
う
と
す
る
者
が
躊
躇
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
資
料
の
持
ち
出
し
等
の
い
わ
ゆ
る
「
公
益
通
報
に
付
随

す
る
行
為
」

に
関
し

て
も
、
公
益

通
報
を

理
由
と
し
た

不
利
益

取
扱
い
と
同

様
に
解

雇
・
懲
戒
に

つ
い
て

禁
止
す
る
と

と

も
に
、
こ
れ

を
無
効

と
し
た
上
で

、
民
事

裁
判
に
お
い

て
事
業

者
に
立
証
責

任
を
負

わ
せ
る
こ
と

及
び
「

公
益
通
報
に

付

随
す
る
行
為

」
を
理

由
に
解
雇
・

懲
戒
を

行
っ
た
者
に

対
す
る

刑
事
罰
の
適

用
に
つ

い
て
、
本
委

員
会
で

の
審
議
等
を

十

分
に
踏
ま
え
つ
つ
実
現
に
向
け
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

公
益
通
報
の
通
報
先
で
あ
る
内
部
通
報
窓
口
の
充
実
を
図
る
た
め
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業

者
に
お
け
る

体
制
整

備
の
た
め
の

支
援
を

早
急
に
図
り

、
公
益

通
報
対
応
体

制
整
備

義
務
の
対
象

事
業
者

の
拡
大
に
つ

い

て
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 
令

和

七

年

六

月

二

日 

参
議
院
消
費
者
問

題

に
関
す
る
特
別
委

員

会 



四 

事
業
者
に
お
け
る
通
報
妨
害
及
び
通
報
者
探
索
の
禁
止
対
象
と
な
ら
な
い
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
て
、
考
え
方
を
明
ら

か
に
す
る
と

と
も
に

、
内
閣
総
理

大
臣
が

定
め
る
指
針

等
に
お

い
て
、
潜
脱

的
な
行

為
を
防
ぐ
た

め
、
そ

の
範
囲
を
限

定

し
て
規
定
し
た
上
で
適
切
な
周
知
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

昨
今
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
益
通
報
制
度
に
係
る
事
案
を
念
頭
に
、
消
費
者
庁
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
地
方

自
治
法
に
基

づ
く
技

術
的
助
言
を

行
う
と

と
も
に
、
地

方
自
治

の
本
旨
を
踏

ま
え
、

本
法
第
二
十

条
に
あ

る
国
及
び
地

方

公
共
団
体
へ
の
除
外
規
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

六 

濫
用
的
通
報
が
公
益
通
報
対
応
業
務
従
事
者
等
の
内
部
通
報
担
当
者
の
負
担
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
消
費
者
庁
は
法
が

適
正
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
濫
用
的
通
報
の
実
態
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
必
要
な
措
置
を
検
討
す

る
こ
と
。 

 

七 

消
費
者
庁
は
、
内
部
通
報
体
制
整
備
義
務
の
履
行
を
徹
底
し
、
新
設
さ
れ
た
立
入
検
査
権
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た

め
、
同
庁
内

部
の
人

材
育
成
・
人

員
増
強

・
必
要
な
予

算
の
確

保
を
行
う
と

と
も
に

、
将
来
的
に

本
法
の

規
定
に
違
反

し

た

事

業

者

に

対

す

る

行

政

措

置

を

十

分

に

担

う

こ

と

の

で

き

る

体

制

を

整

え

る

た

め

の

組

織

的

基

盤

の

強

化

を

図

る

こ

と
。
ま
た
、

公
益
通

報
対
応
業
務

従
事
者

指
定
義
務
以

外
の
体

制
整
備
義
務

に
つ
い

て
も
、
立
入

検
査
権

の
対
象
化
及

び

刑
事
罰
の
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

八 

事
業
者
が
公
益
通
報
の
受
付
や
事
実
関
係
の
調
査
等
、
公
益
通
報
対
応
に
係
る
業
務
を
法
律
事
務
所
等
に
外
部
委
託
す
る

場
合
に
は
、

中
立
性

・
公
正
性
に

疑
義
が

生
じ
る
お
そ

れ
又
は

利
益
相
反
が

生
じ
る

お
そ
れ
が
あ

る
法
律

事
務
所
等
は

避

け
る
べ
き
こ
と
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

九 

本
法
附
則
第
九
条
に
基
づ
く
本
法
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
本
委
員
会
で
の
審
議
等
を
踏
ま
え
、
正
当
な
理
由
の
な
い

通
報
妨
害
及
び
通
報
者
探
索
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
、
保
護
さ
れ
る
者
の
範
囲
の
更
な
る
拡
大
、
公
益
通
報
に
該
当
す

る
行
為
に
係
る
刑
事
上
の
責
任
の
免
除
、
通
報
対
象
事
実
の
範
囲
の
抜
本
的
な
見
直
し
等
の
「
公
益
通
報
者
保
護
制
度
検



討
会
報
告
書
」
に
挙
げ
ら
れ
た
検
討
項
目
等
の
諸
課
題
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
随
時
立
法
事
実
の
収
集
に
努
め
、
必
要
に

応
じ
て
具
体
的
な
改
正
の
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
経
済
的
負
担
の
少
な
い
紛
争
解
決
手
段
の
創
設
を
含
め
た
公
益
通

報
に
関
す
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
適
正
な
解
決
に
資
す
る
制
度
の
在
り
方
、
付
加
金
等
の
経
済
的
負
担
を
手
当
て
す
る
制
度

の
導
入
、
事
業
者
の
内
部
通
報
窓
口
の
設
置
に
係
る
負
担
軽
減
等
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


